
【１年間保管】 
令和４年４月 

保護者 様   

 播磨町立播磨小学校 
 

警報発令時・地震発生時の対応について 

【警報発令時】 

（１）午前７時に「播磨町」に「警報」が発令されている時 

臨時休業となります。 

 
 

 

（２）登校後に、「播磨町」に「警報」が発令された時 
 

安全面に配慮し、状況に応じて判断します。 

◆早めに下校させる場合や、学校に待機させる場合があります。 

◆下校が危険な場合は、引き渡しをすることもあります。 

（お迎えに来ていただくことになります。） 

  

※どのような場合でも、メールでお知らせします。 

 

【地震発生時】播磨町に「震度５弱以上」の地震が発生した場合 

（１）臨時休校･･･学校再開の連絡があるまで、学校を閉鎖します。 
 

（２）児童の引き渡し（登校後・授業中に地震が発生した場合） 

    ◇状況に応じて、安全を確認しながら避難させます。 

    ◇警報が解除された時、状況に応じてそのまま待機か、引き渡しをします。 

（登校後・授業中に）【津波警報が発令された場合】 

（１）児童・職員の全員は、両校舎の３･４階へ避難させます。 

◇お迎えに来られた保護者も、３･４階へ避難します。 
 

（２）津波警報が解除された時 

◇状況によりそのまま待機、または、引き渡しをします。 
 

◎ 緊急時の連絡は、学校メールで伝えます。 
※停電等の場合、メール配信が不可能になる場合がありますのでご了承ください。 

※「警報」とは、「大雨」「洪水」「暴風」「暴風雪」「高潮」「波浪」「大雪」です。 

  （テレビ・気象庁のホームページ・各種気象情報で確認してください。） 

児童は自宅学習となります。 

 ・児童だけでの外出は、控えてください。 

・翌日の用意は、時間割どおりとします。 


